
- 1 - 
 

産業構造審議会 商務流通情報分科会 割賦販売小委員会 第 21 回 議事録 

 

日時：平成 31 年 3 月 12 日（月） 13 時 30 分～15 時 30 分 

場所：経済産業省本館 2 階西 3 共用会議室 

 

 

〇正田商取引監督課長  定刻となりましたので、割賦販売小委員会の本年第２回会合を

開催させていただきたいと思います。 

 本日、加毛委員、渡辺委員が所用によりご欠席でございます。また、柳川委員は遅れて

のご参加ということになってございます。よって本日は委員 11 名のうち９名がご出席と

いうことで、定足数に達していることをご報告いたします。 

 それでは、山本委員長、本日の進行をお願いいたします。 

〇山本委員長  こんにちは。前回の全体を通しての討議を受けまして、本日から論点ご

との検討に入りたいと思います。本日の議題は、リスクベース・アプローチと技術・デー

タを活用した消費者保護の精緻化というものでございます。 

 まず事務局から資料の説明を伺ったあと、事業者の方からプレゼンテーションを２つほ

ど伺うことができればと思っております。そこまでご説明を伺ったあと、質疑応答、討議

の時間をまとめてとりたいと思っております。 

 それでは、事務局資料につきまして正田課長より説明をお願いいたします。 

〇正田商取引監督課長  お手元のタブレットの資料２でございます。 

 「リスクベース・アプローチと技術・データを活用した消費者保護の精緻化」というこ

とで、まずリスクベース・アプローチからご説明申し上げたいと思います。 

 めくっていただきまして、全画面表示していただきますとスライドの一番下のところに

ページが出てきますが、２ページ目のところでございます。 

 少額・低リスクサービスの出現ということで、決済テクノロジーが進化することにより、

左下のところですが、新たな決済サービスが出てきています。通常のプラスチックカード

を用いず、インターネットで完結するような少額・低リスクの決済サービスが出現してい

ます。 

 右側の上のところですけれども、少額・低リスクサービスという場合の「リスク」とは

何かということです。 
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 前回でも議論がございましたが、割賦販売法上の消費者リスクとして①から④を掲げさ

せていただいております。これは法目的との関係で整理させていただいているところでご

ざいます。 

 その場合、青い四角のところですが、少額・低リスクサービスといった場合には、個々

の少額の取引ということではなく、サービス単位を指すものだと考えられますので、極度

額ベースを判断材料とする特に①と②、支払いが過度に困難な債務を負うリスク、あるい

は漏えい不正リスクといったようなものがリスクとして想定されるのではないかというこ

とです。 

 右下のところですが、少額・低リスクなサービスのポイントということです。 

 従来の月額給与等の水準を大きく超えた極度額を設定して払うものとは異なりまして、

主として月額給与等の中で賄われるような少額の支出を後払いの形式とするものであり、

支払いが過度に困難な債務を負うことはなかなか想定しにくいのではないかということで

す。加えて、取引履歴等のビッグデータに基づく与信審査等がしっかり行われております

ので、支払い可能な能力と額というところも確認されているのではないかということでご

ざいます。 

 次の３ページ目ですけれども、左側、画一的な規制と書いてありますが、一部の民事ル

ールを除きまして、割賦販売法では、事業規模やリスクによらず、従来型の比較的高額な

サービスを想定した重い規制が画一的に課されているという現状がございます。 

 また、右側のところでは、前回の議論というところで抽出させていただいておりまして、

リスクベース・アプローチについて、具体的にどのように考えたらいいかということが前

回の議論でなされたということであります。 

 次に４ページですが、金融制度スタディ・グループで議論がなされている状況について

書かせていただいております。 

 こちらのスタディ・グループでは、資金移動、プリペイドといったところにつきまして、

少額サービスのみを取り扱うことに特化した規制のあり方ということで議論がなされてお

ります。 

 他方、我々割賦販売小委員会では、ポストペイのところで少額・低リスクなサービスに

どのような規制を課すべきかということを検討しております。 

 ５ページから論点をここでは５つほどあげさせていただいております。 

 まず論点１といたしまして、少額・低リスクなサービスといったときに、どの程度の極
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度額を想定したらいいかということで、考え方の１といたしまして、極度額が 30 万円以

下の範囲ということが１つ考えられないか。これは極度額が 30 万円以下の場合には、支

払可能見込額調査の適用除外となること、こういったことを踏まえまして１つの考え方と

考えられます。 

 それから、もう１つは、考え方の２として、極度額 10 万円程度ということで、個々の

利用者の極度額自体は与信審査によりまして０から 10 万円ということで、数万円程度が

想定されるということでございます。この場合には、月額給与等からおおむね支払いが可

能と考えられる範囲、あるいは日常的な買い物、趣味等の支払いが想定されます。 

 それから、前回、議論がございましたが、事業者の実務実態、あるいは新たな決済サー

ビスとして出てきているものとしては 10 万円程度が想定されるのではないかと、こうい

った議論がございました。 

 それから、５ページの右側ですけれども、いろいろ書いてありますが、要するに少額・

低リスクサービスを円滑にする観点からどのような規制項目について検討を行うべきかと

いうことが書かれております。 

 ６ページ目にまいりまして論点３です。 

 どのように包括購入あっせん、信用購入あっせんの関係の規制を分類したらいいかとい

うことでありまして、１番目、行政上の行為規制、それから、２番目、消費者救済のため

の民事ルール、３番目は割賦販売法そのものではありませんが犯収法について、マネロン

の話という３つの分類ができるのではないかということでありまして、特に、２．の消費

者救済のための民事ルール、抗弁の接続等ですが、ここまで見直しをするのかという点が

ございますので、１つの提案といたしましては、１．の行政上の行為規制というところが

画一的な規制になっておりますので、こういったところを中心に議論をしてはどうかとい

うことを書かせていただいております。 

 ６ページの右側のところは、その際のイメージのようなものでありまして、ここはご議

論だとは思いますけれども、支払可能見込額調査等について、このあと別途与信審査のと

ころで詳述するということでございますので、そのほかクレジット番号等の適切管理、取

引条件の表示義務、苦情処理、資本要件、体制整備、こういったところをリスクベース・

アプローチで検討していくのはどうかということであります。 

 これも１つの例ですが、幅広く１．の中での項目を議論していってはどうかということ

でございます。もちろん今回の議論では時間が限られておりますので、フォーカスすると
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ころは出てくるのかなということです。 

 ７ページ目について、論点４は、リスクベース・アプローチを適用する際にもセーフテ

ィネットとしての措置が必要ではないかということで、執行強化、事後規制のあり方、新

成年への対応の充実ということを書かせていただいております。 

 また、論点５のところでは、リスクベース・アプローチといったときに、少額・低リス

クサービスと、それ以外のサービスを分けるという意味でのリスクベース・アプローチだ

けではなくて、少額・低リスク以外のサービスの中でも、リスクベース・アプローチとい

う考え方は適用できるのではないかということが書かれております。 

 次に与信審査における性能規定の導入についてです。 

 ９ページは、支払可能見込額調査の規制の概要ということで、左側の真ん中あたりに支

払可能見込額について、年収プラス預貯金マイナスクレジット債務マイナス生活維持費と

いう計算式で求めるということでございます。特に、クレジット債務について、指定信用

情報機関の情報を使用しなければならないということで法定されております。 

 特に、重要な点は、右側の上のところですけれども、支払可能見込額調査の適用除外に

ついてです。極度額が 30 万円以下の場合には、支払可能見込額調査は一旦適用除外にな

ります。ただし、指定信用情報機関への照会を行うことが義務づけられておりまして、こ

れを行った結果、・が２つございますけれども、以下に該当する場合は支払可能見込額調査

を行わなければならない。延滞がある場合、自社の債務が 50 万円超の場合、または他社

債務を含む債務額が 100 万円超の場合ということで、この場合には、支払可能見込額調査

に戻らなければいけないということでありまして、ただ、点線の四角にございますが、割

賦販売法では、上記のいずれかに該当した場合に与信を禁じるということではなくて、あ

くまでも支払可能見込額調査を行う義務が発生するということであります。 

 割賦販売法では、延滞がある場合や一定の合計債務額に達した場合に与信を禁じる規定

はございません。あくまでも支払可能見込額を調査するという義務が生じるというもので

す。 

 次の 10 ページですが、前回、第１回でも資料に出てまいりましたが、クレジットカー

ド会社では、さまざまな蓄積された膨大なデータを用いまして分析手法、ノウハウといっ

たものを用いて高度なスコアリングの構築をし、これを用いて重要な判断要素として与信

審査をしているという実態があります。 

 10 ページの右上では、ポイントということで書かせていただいておりますが、前回の議
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論で、さまざまなデータ、かつては考えられなかったようなデータも含め活用できるよう

になっており、与信審査において、こうしたデータがどれだけうまく柔軟に利用できるか

というところがポイントであります。一律の規制ではなく、柔軟な規制により、情報の活

用によるサービスの柔軟化を促進することは、リスクを増やすのではなくて、より安全で

安心なものを提供できる大きな手段ではないか、こういう議論がなされたわけでございま

す。 

 また右下のところですが、与信イノベーションを促進することによって消費者保護を精

緻化できるのではないかということで、技術やデータを活用したスコアリングの促進を通

じて与信審査の精度向上、それから、消費者保護を精緻化できるのではないか。こういっ

たサイクルが考えられるのではないかということでございます。 

 11 ページにつきましては、前回もご説明申し上げましたが、レンディング分野における

与信審査としてＡＩビッグデータを使ったもの、それから、トランザクションレンディン

グのようなもの、そういったいわば動的なデータを用いまして与信審査が行われていると

いうことが書かれております。 

 次の 12 ページですが、他方、少額決済分野におきましても、さまざまな情報を使いま

して、ＡＩ分析などによって与信審査が行われるようになっております。 

 左側の例１ということですが、支払い能力、約束履行力、趣味嗜好性、こういった膨大

な行動データをもとに総合的にスコアリングをするということで信用審査をしております。 

 あるいは、例２ですが、通信契約の契約年数、料金の支払い状況、こういったものに、

あるいは商品の特性などをみるということでありして、こういった与信審査のポイントは

左下のところの点線枠ですが、支払可能見込額調査等では把握しきれなかった取引履歴等

の個別データをテクノロジーにより収集・分析できるようになり、これによってリスクコ

ントロールができるようになったということでございます。 

 12 ページの右側でその概略を書いておりますが、これまで支払可能見込額調査では、一

定時点における情報ということで、いわば静的な情報をもとに与信審査を行うという体系

だったわけですが、技術が進展して活用できるデータが飛躍的に増大する、購買履歴や支

払い利益、金融データ、商品特性、こういったいわば動的なデータを用いて予審審査がで

きるようになっているのではないかということでございます。 

 13 ページ目ですが、これをまとめております。右側の赤点線枠ですが、クレジットカー

ド会社における膨大なビッグデータを用いたスコアリング、それから、FinTech 企業によ
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る新たなよりリアルタイム性の高い情報を用いた与信審査、こういったものが出てきてい

る中で、一番下の枠ですが、画一的な与信規定によるのではなく、性能規制の考え方に基

づいて技術やデータを活用した与信審査の手法を認めていくべきではないか。それによっ

て与信イノベーションを促進して消費者保護を精緻化することができるのではないかとい

うことです。 

14 ページ目から論点です。 

 まず論点１は、前回でも議論がございましたが、どの主体が性能規定の妥当性を評価す

るかということです。 

考え方の１としては、事業者みずから判断・評価する方法、考え方の２としては、行政

等の第三者が事前・事後のチェックをする方法、考え方の３としては、行政等の第三者が

事前のチェックはしないけれども事後のチェックをする。こういったものが性能規定とい

う考え方、その本旨に従って、どれが妥当かということになろうかと思います。 

 それから論点２ですが、性能規定の妥当性をどういった基準で評価すべきかということ

でございまして、性能規定についてです。まず１つ目の矢印のところでございますが、技

術・データを活用した解析手法、スコアリング手法により与信審査を行うということで、

この中身まで適正かどうかというのを決めてしまうと、これは性能規定の考え方ではなく

なってしまいますので、基本的に技術・データを活用するといったところまではひとつ大

切なことだと思いますが、それ以上の手法につきましては性能規定の考え方によるかと思

います。ただ、性能規定でございますので、目標の指標は定めなければならないというこ

とで、ここでは１つの例といたしまして延滞率、あるいは貸倒率というものを一定の水準

範囲とする、こういったことが考えられないかということで問題提起させていただいてお

ります。 

 次の 15 ページですが、論点３のところです。 

 少額・低リスクなサービスについてはどのように考えたらいいかという点でございます。

考え方といたしましては、最初に申し上げましたとおり、主として月額給与等の中で賄わ

れるような少額の支出は後払いの形式とするということ、それから、取引履歴等のビッグ

データに基づく与信審査など各社の与信審査が行われているという中で、支払いが過度に

困難な債務を負うことは通常想定しにくいのではないか。こういうことを考えますと、支

払可能見込額調査自身については、先ほど申し上げましたとおり、30 万円以下の場合には

適用除外に既になっているわけですが、同時に指定信用情報機関の信用情報の使用義務を
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一律に課す必要はないのではないかということでございます。 

 下のところで細かい字で書いてあって恐縮でございますが、先ほど申し上げましたとお

り、30 万円以下の場合には支払可能見込額調査の適用除外とする一方、指定信用情報機関

への照会の結果、延滞等がある場合には支払可能見込額調査をするということになってお

りますけれども、この指定信用情報機関への照会というのは、あくまでも支払可能見込額

調査を行う必要があるか否かを判断するためのもので、これを行ったからといって与信を

するか否かというものが決まるわけではございません。実際の過剰与信の防止という観点

からは、支払可能見込額調査によってその可否が判断されるということです。 

 他方、少額・低リスクサービスでは、先ほど申し上げましたとおり、支払いが過度に困

難な債務を負うということはなかなか想定しにくい。あるいは各社での信用審査が行われ

て、与信審査が行われているということで、改めて支払可能見込額調査の要否を決めるた

めに指定信用情報機関への照会をするということは要しないのではないかと考えられるが

どうかということです。 

 また、一番下のところでは、指定信用情報機関への信用情報の登録義務についてですが、

そのコストと費用対効果ということにかんがみ、少額決済の情報まで登録を要しないとす

ることについてどのように考えるか。 

 それから、論点４で右側のところですが、少額・低リスクサービス以外におきまして、

指定信用情報機関の信用情報の使用・登録の義務をどう考えるか。 

 使用義務につきましては、現行法におきまして、支払可能見込額調査を行うときは信用

情報を使用しなければならないとされております。 

こうした中で、点線のところでございますが、あくまでも現行の支払可能見込額調査の

仕組み、計算式を用いて支払い可能な能力、額を算定する場合に必要となる情報をこの使

用義務では参照する義務があるということでありまして、取引履歴や過去のデータに基づ

いて、いわば技術・データに基づいて支払い可能な能力、額を算定、確認することができ

るものとして支払可能見込額調査を行わない場合には、当該情報というのは使用する必要

はないと考えられるかどうか。いわば技術・データを活用して支払い可能な能力、額が算

定されているというところで、さらに支払可能見込額調査で用いられるクレジット債務等

の額を改めてこれを使用するというのは義務づける必要があるのだろうか。もちろん参照

することはできるということは必要かもしれませんが、義務づけなければならない、この

項目を確認しなければならないということが必要であろうか。 
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それから、登録の義務につきましては、考え方の１と２ということで、引き続き登録が

必要な場合とそうでない場合ということを書かせていただいております。 

16 ページにつきましては、以下のようなことを、これまでの論点のところを整理させて

いただきまして、こういった仕組みについてはどう考えるかということでございます。い

わばまとめということでございますが、少額・低リスクサービスについては、一律の支払

可能見込額調査、あるいは指定信用情報機関による信用情報の使用の義務というのを課さ

ないこととしてはどうかということです。 

それから、少額・低リスク以外のサービスにつきましては、技術やデータを活用した方

法で与信審査をできる事業者というのは、性能規定の考え方により、やはり一律の義務を

課す必要はないということについてはどうかということです。 

また、17 ページですが、仮に少額・低リスクサービスの範囲を極度額 10 万円以下の範

囲とした場合の極度額 30 万円までのサービスの新たな法適用の関係のイメージというこ

とでございまして、右側３つの欄は現行規制です。30 万円までにつきましては、延滞等が

ない場合には支払可能見込額調査は不要である。ただし、指定信用情報機関の信用情報の

使用義務によって、支払可能見込額調査が必要かどうかを判断するという意味での使用義

務が必要ということですが、一番左側の少額・低リスクサービス、今回検討しているとこ

ろですが、支払可能見込額調査は、これまでの 30 万円以下と同様に不要とした上で、他

方、過剰与信を招く危険性が懸念が低い、あるいは各社で与信審査が行われていることか

ら、指定信用情報機関の信用情報の使用義務というところも不要としてはどうかというこ

とでございます。 

以上のようなところでございます。 

また、参考資料といたしまして、これとは別の資料ですが、前回、康井メンバーから、

スウェーデンの Klarna を研究してはどうかということがありましたので、その概要を添

付させていただいております。 

以上でございます。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

 続きまして、沖田ＳＢＩ大学院大学特任教授から「フィンテック時代の利用者保護とイ

ノベーション促進について」というタイトルでプレゼンテーションをお願いしたいと思い

ます。時間も限られておりますことから、10 分程度でお願いできればと思います。よろし

くお願いします。 
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〇沖田氏  沖田でございます。 

 本日は、このような機会をいただきまして誠にありがとうございます。 

 割賦販売小委員会に関しましては、私は 2014 年９月の第１回から 2017 年９月までの第

19 回までオブザーバー委員という形で参加をさせていただいてございました。その際には

ＥＣ決済の業界団体でございますＥＣ決済協議会の発起人会長という立場とともに、こう

いったアカデミックな立場でもお話をさせていただいておったのですけれども、本日は、

ＳＢＩ大学の立場でご意見を申し上げたいと思っております。 

 前回も傍聴させていただいてございまして、前回のご議論ですとか、それから、今ほど

の事務局のご説明、大変すばらしくまとまっていらっしゃいますので、私のほうから、そ

れにつけ加えるというわけではなくて、少し異なった角度からの意見を申し上げまして、

委員の皆様のご議論の材料とさせていただければと考えてございます。 

 資料はテキストばかりで味気なくて恐縮でございますけれども、２ページへ進んでいた

だきまして本題に入らせていただきたいと思います。 

 まず本日の主要な論点の１つでありますリスクベース・アプローチに関してでございま

すけれども、四角の括弧は前回の資料から抜粋、引用させていただいてございます。そう

いった意味では、本日、まず私として問題提起をさせていただきたいのは、ここで述べる

リスクとは何ぞやというところをまず申し上げたいと思っております。 

 というのも、従前の割販法に関しては消費者の保護といったところに非常に重点があて

られておりました。とりわけ不正利用ですとか過剰与信、過剰債務といったところをご議

論させていただいたと記憶をしております。これは当然非常に大事な論点でございまして、

実際に問題も発生しておりましたので、そういった各種問題に併せて必要な措置や対策を

講じてきたというところだと思いますけれども、フィンテック時代に併せて新たな規制の

枠組みが求められているというのが今回の小委員会を極めて短い期間で再開をされたとい

う部分が前回のご議論であったかと思います。 

 そういう意味では、私のほうで考えているのは、リスクというところで従前規制が必要

な理由というところにかなりポイントが絞られておったと思うのですけれども、それと同

様に、機会リスクというところにも光をあてる必要性があるのではないかと考えておりま

す。 

 次のスライドにまいらせていただきまして、というのも、やはりフィンテック時代にお

いては機会リスクというのは決して軽視できないと考えております。私自身はインターネ
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ットですとかイーコマース、それから、アジアＡＰＥＣというようなフロンティア分野に

20 数年来取り組ませていただいております。そういった新たな技術、新たなサービスとい

ったものに取り組む際には、やはり既存サービスでは存在しなかった問題について議論が

集中するということは一般的であり当然だと考えております。 

 一方で、イノベーションに携わらせていただく中で申し上げますと、特に国際比較も踏

まえると、イノベーションの機会を逃してしまうということは、当該の事業者、利用者と

いうところはもちろんでございますけれども、社会全体にとっても、得られるはずだった

利益が失われるという観点が必要ではないかと考えております。 

 それから、新しいサービスという観点の際には、新しいサービスに非常に完全性を求め

るというのは一般的に人間のならわしだと思うのですけれども、既存のサービスの中でも

潜在的なリスクを抱えながらも、長年の慣習の中でそれが許容されてきたというものもあ

ろうかと思います。 

 具体的にいえば、例えば電子マネーのような議論の際には、電子マネーを落としてしま

ったらどうするのだというのがかなり盛んに 20 年ほど前議論したわけですけれども、こ

れは現金も同様で、現金も財布を落としてしまえば基本的には返ってこないので、それと

同じような観点で、過度の無謬性というところを追求するのでなくて、相対的なリスクと

いう考え方も取り入れていく必要性があるのではないかと考えております。つまるところ

ゼロリスクというところを求めていくという、無謬性を追求するとなかなかイノベーショ

ンが起きづらいところがありますので、いかにリスクを管理し、最適化していくかという

考え方はいかがではないかと考えております。 

 キャッシュレスという観点で申し上げますと、少し抽象論が続いておりますので具体的

な形で書かせていただいておりますけれども、これはご説明申し上げる必要性もないかと

思います。先ほどの紛失時というような観点もそうですけれども、先ほどの機会コスト、

機会リスクという観点でいえば、やはりキャッシュレスによって実現されるものは決して

利用者の利便性といったような部分に限定されるものではなくて、社会全体の社会コスト

の低減、生産性の向上といったところが議論されているのは皆様も重々ご承知のとおりか

と思います。 

 それから、無謬性の観点では、キャッシュレスですと、よく自然災害時、停電が起きた

らあぶないではないかというような報道もされますけれども、これは実は現金も災害で万

能かというと、決してそうではありませんので、このあたり冷静に考えていく必要性はあ
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るのかなと考えております。 

 こういった部分、与信の観点も同様であろうかと考えてございます。フィンテックの世

界では、一般に、特にアジア、アフリカの国々では、unbanked ですとか underbanked

という表現をする機会が多くあります。これは、具体的には銀行口座をもてない方ですと

か、もっていても十分な金融サービスを受けられていないという方々を指す言葉でござい

ますけれども、一般に日本では、unbanked、underbanked といわれる方は少ないといわ

れておるのですけれども、一方で旧来型、従前のテクノロジーでは、支払い能力が十分あ

っても、クレジットカードをつくれないという方も従前は存在していたのは事実でござい

ます。例えば自己破産したという方もそうですし、それから、カードではありませんけれ

ども、与信という観点では、例えば企業家が自分の会社を売却したという方が、実際には

家を借りようとしたら、定職に就いてないので借りられませんでしたというような話も伺

ったことはございます。こういった部分は、現在非常に技術が多様化する中で解決されつ

つありますけれども、そういった意味では、当人の支払い能力に併せた適切な与信といっ

たものが本質的には一番大事なのではないかと考えております。 

 そういった意味では、過剰与信はもちろん問題でございますけれども、過少与信という

のも同様に問題でありまして、画一的なものではなくて、その人に併せた適切な与信とい

ったところが技術の進展で図られていく、そういったものが望ましいのではないかと考え

ております。 

 ６ページ目にまいらせていただきまして、もう１つのトピックスであります性能規定に

ついてですけれども、これは事務局からのご説明のとおりで、少額等についてはリスクは

小さいという一方で、今ほど申し上げているような不作為のリスクは決して無視できるも

のではないのではないかと考えております。 

 そういった意味では、機動性のある規制体系というのは必要ではないかと私も考える次

第でございます。 

 今回はかなり少額決済に集中しておりますけれども、これは必ずしも少額の議論に限っ

たものでもないと考えております。 

 それから、機会損失だけではなくて被害の防止、消費者保護という観点でも、やはり新

たなサービスが生まれるタイミングで、すべての問題を予見しきるというところは困難で

ございますので、保護の観点からも、事前に細かいルールや枠組みを定めるという形では

なくて、柔軟な規制の枠組みを行っていくというところは、イノベーションを促進する、
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機会を提供するところと保護、両方に資するのではないかと、私は考えております。 

 さらにイノベーションの担い手でございますけれども、一般に革新的なサービスという

のは、このあとプレゼンされるメルペイさんのように、いわゆるスタートアップ、若いベ

ンチャー企業さんが担うということも多い一方で、特にフィンテックの分野に関しては、

いわゆるオープンイノベーションという形で、そういったスタートアップ企業と、伝統的

な金融機関が手を組んで行っていくというケースも非常に多いと考えております。 

 こういった部分を考えますと、柔軟な規制というところは、必ずしも若い新たな企業と

いった部分に限定するものではなくて、幅広く従来のプレーヤーも含めた形で検討してい

くというのが望ましい姿ではないかと考えています。 

 つらつら申し上げましたけれども、ぜひ国際競争力といった観点も踏まえて委員の皆様

に活発な議論をお願いできればと考えております。 

 ありがとうございました。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

 続きましてメルカリの吉川政策企画マネージャーから、「後払いサービスの健全な発展に

向けて」という題でプレゼンテーションをお願いいたします。先ほどと同様、時間が押し

ておりますので 10 分程度でお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

〇吉川氏  メルカリの吉川でございます。 

 10 分程度で資料が 20 枚ほどございますので、全部には触れずポイントを絞ってご説明

を申し上げます。 

 ４ページをごらんいただけますでしょうか。ここにメルペイのミッションを書いており

ます。信用を創造してなめらかな社会を創るということですけれども、私どももともとメ

ルカリというフリマサービス、ここで始まって、中古品がなめらかに世の中を流通して、

そこに大きなマーケットがあったという経験をいたしました。今度はそれを決済、金融の

分野でやっていきたいということでスタートしているものでございます。 

 サービスの詳細は申し上げませんが、５ページをご覧ください。いわゆるスマホで決済

できるサービスでして、既に〇〇ペイという形で各社さんが提供しているようなサービス

を私どもも提供しております。 

 ただ、これはお支払いをいただく際に私どもの１つの特徴としては、メルカリでお客様

が売り上げたお金をいろいろな場所でお支払いにお使いいただけるというところが１つの

特徴かと思っております。 



- 13 - 
 

 ただ、それ以外には５ページの３つ目の・にございますように、銀行口座を登録してい

ただいて、そこからチャージもできるところでございます。 

 ６ページはメルカリのご利用されているお客様の性別ですとか年齢層を書いております。

幅広いお客様から使っていただいております。 

 ７ページがメルペイで決済いただける、もしくは今後いただけるようになるお店の例を

示させていただいております。お伝えしたいこととしては、メルペイを使われる場所は余

り高額な決済が行われる場所ではなくて、お店の名前をみていただければおわかりになる

とおり、少額で日常的に高頻度で使っていただくような場所が多いかと思っております。

このような使われ方をすることが後払いのところにも関連しますので、少しここで言及さ

せていただきました。 

 ８ページでございますけれども、メルペイのキャッシュイン、メルペイというデジタル、

スマホのお財布にお金を入れる部分とお金の出の部分、キャッシュアウトのところの概要

を書かせていただいております。本日、説明させていただく後払いのサービスというのは、

キャッシュインの重要な１つの手段になってきているかなというのが私どもの感じている

ところでございます。今のところメーンの手段というのは、銀行口座からのチャージとい

うことですが、やはり銀行口座をスマートフォン上で登録いただくというのはなかなかハ

ードルが高い面もございますので、そこに加わる新たな手段として後払いも大きく位置づ

けていければと思っております。 

 それから、９ページ、10 ページ目をご覧いただけますでしょうか。10 ページです。 

 後払いのサービスが、私ども業界にいると非常にニーズが高いと感じているのですが、

必ずしも業界外の方々にはニーズの強さというのが実感できていないところもあるかと思

いまして掲載させていただきました。 

 左下のグラフがイーコマース市場における後払いの決済額の伸びを示しております。こ

ちらをご覧いただきますように、2020 年の予想値をみていただいても、かなり 2017 年比

から大きく伸びております。これはあくまでイーコマース上のニーズの伸びの予測でござ

いますけれども、これをイーコマースだけではなくて、普段皆様がお使いのコンビニです

とか、ファミレスですとか、スーパーといったところでも強い需要があるのではないかと

いうのが私どもの感じているところでございます。 

 11 ページ目をご覧ください。 

 メルペイ後払い、これは私どもが提供しようとしている後払いサービスでございます。
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ポイントだけ申し上げますと、右下の点線で囲ってあるところをご卵いただきますと、当

月、何回メルペイでお支払いいただいても、それを翌月末までにまとめて１回でお支払い

いただけるというサービスでございます。お支払いの方法は銀行口座から引き落とす、そ

れかコンビニで実際に現金をもってきていただいてお支払いいただくという方法でござい

ます。こういったサービスの提供をことしの春ごろに提供すべく準備をしているところで

ございます。 

 12 ページ以降が、こういったサービスを提供するにあたっていかに安心・安全に使って

いただくかということで私どもが講じようとしている措置の説明でございます。 

 13 ページ目、１つはしっかりデータを使う。恐らく今回の小委員会の大きなテーマの１

つだと思いますけれども、私どもでいえば、メルカリというフリマのマーケット上のお客

様の行動のデータをしっかりとって、それをベースに後払いのサービスに活かしていく、

後払いで各お客様が利用いただける額をメルカリ上の利用実績をベースに決めていくとい

うことでございます。 

 右下のグラフにございますように、未払い率が高くなると予測されるようなお客様に対

しては、利用できる額を低く設定するようにＡＩに学習させまして、そういうモデルを使

って、使っていただける額を設定していくというものでございます。 

 それから、14 ページでございますけれども、ここのポイントは、私どもあくまで少額の

与信ということを想定していますけれども、複数のアカウントを個人のお客様が使えてし

まうと、少額であってもそれが複数ということで額が大きくなってしまうので、暗証に基

づく本人確認をしっかりやって、そういったご利用を排除していくというのが 14 ページ

目でございます。 

 15 ページ目は不正利用の対策について幾つか書かせていただいております。ここもポイ

ントだけ申し上げますと、決済情報の暗号化をするとともに、額が大きいものなど、リス

クに応じて暗証番号を求めたりするなど取り組んでおります。 

 また、当然ながらお客様を守るためにも、加盟店審査もしっかりやっているということ

を３点目に書かせていただいております。 

 ４点目はごくごく簡単に触れさせていただきますけれども、メルカリでものを売ってい

ただけますので、後払いを使ったお客様が翌月末までにお支払いいただく際に、頑張って

メルカリでものを売ってお金をつくって、それをお支払いいただくということも可能です

ので、あくまでこれは側面支援だとは思いますけれども、そういった場も提供していると
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いうのが 16 ページでございます。 

 17 ページは、あくまで基本的なことですけれども、しっかりお客様にご理解いただきな

がら使っていただくのが大事ということで、お使いいただきやすいデザイン、動線をつく

ってサービスを提供しているという説明でございます。 

 ここからが変化するニーズと事業環境ということで、私ども少し検討の方向性について

ご提案のようなことを書かせていただいております。19 ページをご覧ください。 

 ここも真ん中の新たなサービスというところだけ少しご覧いただければと思いますが、

今までご説明申し上げてきましたように、私どもの後払いサービスといったときに、かな

り少額で、そのかわり利用頻度が高いというようなサービスを想定しております。 

 それから、手元にお金がなくてお客様がお使いいただくというよりも、お支払いが翌月

末１回でまとめられるという利便性ですとか、どちらかというと、お金がないからという

よりも利便性、手元にお金がある方でも利便性をとっていただくために使っていただくと

いうようなサービスの位置づけなのかなと思います。したがって、少額というところと少

し利用の形態が違うというところが新たなサービスの特徴かと思っております。 

 これを踏まえて 21 ページですけれども、少しご提案をさせていただいております。 

 ３点書かせていただいております。１つは新たな技術による過剰与信の防止措置につい

て何らか法的な位置づけができないかということをご検討いただけないかというものでご

ざいます。 

 私どもでいえば、メルカリ上でさまざまお客様の行動のデータがとれますので、こうい

ったものをＡＩに学習させて、後払いで利用いただける利用額の範囲を提示する手法など、

こういった措置について、過剰与信の防止措置として何らか位置づけていただけないかと

いうのが（１）でございます。 

 （２）は、特にその中でも少額な後払い、分割払いのニーズに併せた規制の見直しを行

っていただけないかというものでございます。少額のサービスの場合には、（１）で述べま

したようなデータを活用した手法をお客様の支払い義務の履行可能性を調べる際に利用す

ることについて法律上位置づけていただけないか、そういった検討ができないかというご

提案でございます。 

 それから次は少しスタートアップ、小規模な企業がこういったサービスを提供するとい

うことを念頭に置いておりますけれども、少額サービスの場合、支払い義務を履行いただ

けない際の契約解除までの期間、今 20 日間のものを短縮いただけないか。資金繰りの面



- 16 - 
 

から、スタートアップについてはここの制約が厳しい面もございますので、そういったご

検討の提案をさせていただいております。 

 それから、３点目、最後でございますけれども、私どもサービス自体はスマートフォン

で提供していて、スマートフォン上のアプリですべて完結しているものでございます。恐

らく今後新しい後払いサービスをされる事業者の方々、皆様恐らくスマートフォン上のア

プリで提供されるというのが大半ではないかと思っております。このような新しい形態の

事業者の存在を前提とした事業環境の整備をご検討いただけないかというものでございま

す。 

 ここで一例あげさせていただいているのは、完全ペーパーレスを許容いただけないか。

今、求められれば書面ということではあるのですけれども、スマートフォン上のアプリで

提供しているものですので、ここはそのアプリ上でいろいろ通知ができると私どもとして

は大変ありがたいということで書かせていただいております。 

 それから、２点目、例えばセキュリティ対策について、これまでさまざま業界団体等を

含めて実行計画等を定められているところだと認識しておりますが、必ずしもカード、い

わゆるプラスチックカードを発行しない事業者も出てきている中で、これは検討の結果、

セキュリティ対策、かなり似通っているねということはあるかもしれないのですけれども、

カードを発行しない、それから、スマートフォンで提供するというような新しい事業者の

形態に見合ったセキュリティ対策等についてご検討いただけないか。そういった新しい事

業者を前提にしたセキュリティ基準の検討なども認めていただけないかというのが最後の

点でございます。 

 長くなりましたが以上でございます。 

〇山本委員長  どうも吉川様ありがとうございました。 

 それでは、ただいまから討議と質疑応答の時間とさせていただきたいと思います。時間

が限られている中でなるべく討議を効率的にするために、委員の皆様、ご発言を制約いた

しませんけれども、きょうの課題といたしましては、大きくはリスクベース・アプローチ

というものと、それから、それの一部でありますけれども、与信規制の性能規定化と分か

れてございます。これは事務局の資料がそうなってございます。前半のほうも大変たくさ

んテーマがありまして、前半を突き詰めますと後半の時間がなくなってしまいます。どち

らかというと後半のほうが手の届きやすい、あるいは議論を収斂させやすいところだと思

います。そのあたりを時間のバランスをとりながら、進行させていただきたいと考えます。
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これが第１点。 

 第２点でございますが、委員の皆様すでに先刻ご承知のことかと思いますけれども、特

に後半の部分のテーマにつきましては、ポストペイといいましてもマンスリーは基本的に

関わらないということで、本日の審議の中心になるのは基本的にポストペイの分割・リボ

払いのところであるということです。前半の部分でクレジットカード番号等の適正管理の

ところには一部マンスリーも関わりますけれども、中心は分割・リボであるということで

す。そしてキャッシングがどう関わってくるかという問題もあります。これは議論の中で

出てくるのかもしれませんけれども、そういったところを頭に入れてなるべく噛み合った

議論をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ご発言のある方、挙手をお願いいたします。 

〇池本委員  前回出席できず申しわけありませんでした。 

 今、座長からの話もありましたので、資料５で発言メモを提出いたしましたが、少額リ

スクに関するところは後回しで時間があればということで、後半の論点を中心に議論して

いきたいと思います。必ずしも、メモの何ページのこことここ、という形よりは、要約し

た形でご説明したいと思います。 

 まず事務局からのご説明、あるいはメルカリさんの説明の中にもありましたが、ＡＩや

さまざまな技術で他を活用した与信というものが非常に柔軟に行われているという説明と

ともに、ただ、それは各社で多種多様なものであるという両面があると思うのですが、こ

れまでの包括クレジットで登録をした事業者、つまり現在の法規制の枠の中でなおかつ多

様な与信審査をしているということと、今後、その過剰与信規制をはずす、とりわけ信用

情報機関の照会をはずしてもなおかつ信頼できる与信審査ができるのかということについ

て非常な疑問を感じております。 

 特に先ほどのメルカリさんのところでもあったのは、自社の利用実績の中から支払い能

力なりをチェックするということですが、自社の情報がどれだけ豊富にあるかというのは

恐らく今後、ＡＩ活用といっても判断基準に入らないのではないか。むしろ他社のもの、

あるいは多重債務の防止というのは、まさに信用情報全体を通してセーフティネットとし

てつくられているものですから、それを利用しなくても一定の延滞防止になるのだという

だけのものが果たしてどうやって保証できるのかということが理解できないところがあり

ます。 

 その関係でいいますと、事務局説明資料の中で 14 ページ、誰がどうやってそれを審査
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するのかというところの説明がありました。事業者がみずから判断、評価する、実施状況、

立入検査で確認するというご説明がありましたが、しかし、これでは結局各社それぞれ自

分のところでやっています。その基準どおりにやっていますといえばすむようにも読めて

しまいます。あるいはそこに信用情報機関の利用ということが最低限のセーフティネット

としてあった上で、画一的な与信審査方法である支払可能見込額というものを選択できる、

そちらにするか、独自のものにするかということであればわかるのですが、信用情報で現

に他社を含めて延滞事故が発生している人に、それでも与信可能だというだけの高度の審

査というのは何がどうあるのかというようなところについて、むしろ事務局なり、あるい

はこれまで取り組んでおられるところなりであれば逆に教えていただきたい。私はむしろ

それは最低限のセーフティネットとして信用情報機関の利用というのは必要ではないかと

考えるところです。 

 なぜそこをこだわるかというと、これは皆様ご承知かと思うのですが、平成 18 年の貸

金業法改正、20 年の割販法改正を通じて多重債務者というのは大幅に減少してまいりまし

た。しかし、平成 24 年を底に打ったそのあと徐々にまたふえてきていて、昨年、平成 30

年は破産事件が８万件を超えるというふうにまた増えはじめていることが顕著になってい

る。そういう中で、信用情報機関の利用そのものを不要とすることは制度設計として非常

に危険ではないかと感じているからです。そのあたりについて、むしろ事務局なり、他の

委員なりからご意見があればお伺いしたいと思います。とりあえずこの点だけお聞きした

いと思います。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

 池本委員からは、信用情報機関の登録、照会はやはり大事だということ、支払可能見込

額調査の柔軟化については多少理解できるということでしょうか。そういう方向でのご意

見ないしは委員や事務局への問いかけがございました。 

 ほかにご発言がありましたら承りたいと思います。 

〇岩下委員  本日、事務局からご提案のあったリスクベース・アプローチ及び与信審査

における規定、ルールといった件につきまして、私は基本的にとてもいいことではないか

と考えています。 

と申しますのは、例えばここの割賦販売小委員会の対象としているのは、主として割賦

販売に携わるいわゆる分割リボ払いであるとか、そういうことに携わる業者さんであって、

かつその規制の目的が過剰融資の防止にあるので、銀行のバーゼル規制とはかなり目的が
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違います。ただ、銀行のバーゼル規制、バーゼル１、２、３とありますけれども、あれは

バーゼル１が始まってからしばらくしてからバーゼル２が 2004 年に始まりまして、そこ

で内部モデルアプローチというのが採用されたのですね。今を去ること 15 年前です。バ

ーゼルの議論の中で、銀行の場合はむしろ自己資本を十分もって倒産しないようにしなさ

い、貸倒れが発生してしまったらあなたが倒産するのだから、そのときにちゃんと生き残

れるようにしないさいよというのがバーゼル規制の枠組みなので、目的は違うのですが、

ただ、基本的にさまざまな情報を活用してリスクをマネージする、その場合のリスクとう

いうのは、例えば貸し過ぎてしまうというリスクもあるかもしれませんし、あるいは貸倒

れてしまうというリスクもあるかもしれません。ただ、最終的には起こっている事象は似

たようなことです。相手が消費者か、あるいは企業を含むかというところで、銀行と割賦

販売業者は微妙に違いますけれども、どちらもやろうとしていることは信用リスクを正確

に計測するということです。 

その部分については、過去においてさまざまな金融技術の発展がありました。本日の議

論の中でも何度もビッグデータという言葉が出てまいりました。そういったものを当然活

用するという観点からすれば、さまざまな分析のためのアプローチが可能になっており、

かつ各社が既にそれを実装しているということを先ほどの事務局のご説明でも了解された

ところです。片々ＳＢＩさんやメルカリさんのお話にもあったとおり、フィンテックの世

界では新しい情報がとれます。新しい情報に基づいてさまざまな分析を行うことによって、

やはり同じ過剰融資を抑制するという目的であったとしても、それをきちんと達成するた

めのモデルが十分に組める仕組みというのが今の情報技術、あるいは金融技術の中で当然

できてきている。 

問題は、バーゼル２の議論のときにもあったのですけれども、良いモデルか悪いモデル

か、それはそれぞれの会社によって違うわけです。池本委員がおっしゃったとおり、果た

してそれは本当に信用できるのかという部分では大いに問題になるわけですが、ただ、そ

れは逆にいうと、今の数量規制的なものはもちろん信用情報システムに問い合わせをすれ

ば相当部分はわかりますが、これも信用情報システムに対する不正を行った事例というの

も多数ございます。典型的には生年月日等を偽って云々という話はよく聞く話ですので、

そうするとそれが必ずしも万能というか、完全無欠なる手段とはなかなかなってない部分

があるように思います。そうすると日々の人々の行動パターンからみてこうであるから、

したがってこうであろうという推測を合理的に行っていることと、どちらがよりすぐれて
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いるのかというのは、なかなか本当にやってみないとわからないという部分があります。 

ただ、それをではどうぞみんな勝手にやってください。それは完全に自由にしますとい

うことにしてしまうと、必ずしも良いものが残るかどうかわかりませんので、それについ

て当局が何がしかのチェックを行うとか、あるいは自分たちでこうやってバックテストを

やってみた結果、これだけ実績と合いましたので、大丈夫なんですというような挙証の責

任をおのおのの企業に果たしてもらって、それが本当に信頼できるかどうかということを

確認するなど、幾つかの対応手段はあり得ると思います。 

その上で、もちろん信用情報システムを自由に使えれば、あるいは安く使えればいいの

ですが、実は必ずしもそうでないことがあるから信用情報システムを使いたくないという

声があるわけですね。これは当然みんなが情報をきちんとシェアできることが望ましいわ

けですが、一方でプライバシーとか別の問題がまたありますから、必ずしもそうではない

ケースがあると思うので、それぞれの会社でベストと思った方法をきちんと当局にプレゼ

ンテーションしていただいて、それがもっともであれば、それでやっていただくというこ

とで、さらに何度も見直していく、これもやはりバーゼル１、２、３のように、リスクベ

ース・アプローチ及び性能規定１、２、３のような形で改善していくというのがよいので

はないかと考える次第です。 

以上でございます。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

 ほかにご発言ございますか。 

〇沢田委員  今の岩下先生のご意見にかなり近いのですが、性能規定の話をまずという

ことでしたので、そちらからまいります。総論としてもちろん賛成ですというのは前回も

申し上げたとおりです。事務局資料の 14 ページ、論点１のどうやって評価するかという

ことに関しては、私としては考え方１に近い意見をもっているのですけれども、そのとき

に重要なのは、性能として満たさなければいけないのはこの場合何かということです。前

回もリスクについて同じようなことを申し上げましたけれども、１つは貸倒れにならない

こと、貸している側がまずいことにならないようにというのが１つですね。 

 それとともにもう１つ、消費者の側が多重債務に陥らないことという目標があって、そ

ちらのほうがよほど難しい話だと思います。 

 事業者としての経済合理性とはちょっと違う観点で考えなければいけないので、考え方

の１にあるように、それぞれの事業者さんが、どのようにリスクを分析して、どういう手
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段を講じているのかというのが一番重要です。それに対してはっきりこれが正解というも

のが今はないので、支払可能見込額調査ですとか、信用情報機関で調べるといったことを

仕方なくというのは言い過ぎですけれども、ほかに良い手段がないのでやっているという

部分もあると思います。それに代わる何か、技術で解決できる手段があるのであれば、そ

のほうが良いかもしれないという考えのもと、それぞれの事業者がどのように工夫してい

るか、先ほどのメルカリさんのお話では、行動パターンを分析できるということでしたが、

それに近いことをしなければならないのではないかと思っています。若干リスクの話にな

ってしまいますけれども、少額だから多重債務にならないというふうにはあまり思えない

です。少額・低リスクといわれていますけれども、少額イコール低リスクとは必ずしもい

えないのではないか。少額がはじめの一歩になってしまって、多重債務者になっていくパ

ターンというのも絶対あるように思います。それを考えると、最初の一歩にならないため

の措置というのは、やはり性格分析、自制心があるかとか、約束を守るかとか、そういう

ことを分析せざるを得ない世界に入っていくのではないかと思っています。それをそれぞ

れの事業者さんが工夫して、こういうことをやります。だから信用情報機関で他社からの

借入れのデータをもらわなくても大丈夫ですといってもらって、それが納得できるもので

あれば受け入れる。 

 そのときに第三者の分析結果というのが必要ならば、それは立証にプラスするものとし

て出していただければといいと思いますし、それがなくても大丈夫ということであれば大

丈夫なのかと思います。ただし、本当にそのとおり、いったとおりにやっているかどうか

は立入調査が必要かと思います。立入検査で確認するというようなスキームにできれば、

ある意味、結果責任を負うような形にもなって、行政側、規制側も、規制される側ももし

かしたら今の一律の形式的な規制よりも厳しいことになるかもしれないですけれども、そ

ちらを検討したほうがいいのではないかという意見です。 

 以上です。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

 ほかにご発言ございますか。 

〇田中委員  野村総合研究所の田中でございます。前回欠席してしまいまして申しわけ

ございませんでした。 

 岩下先生のお考えに近いのですけれども、やはり今回、低額・低リスクというところで

の議論が中心ではあるものの、やはり業界全体で、このマーケットをこれからどう拡大し



- 22 - 
 

ていくかという視点は常にもっていくべきかと思っています。 

 その上で、今いろいろな規制がある中で、それに従って信用与信をしているという状況

がある中で、その結果、起きていないイノベーションがあるのだとすると、そこは先ほど

沖田さんからお話があったように、機会損失が絶対起きているはずであると思います。 

 なので、当然いきなり何でもありですよという話にはならないものの、新規参入ハード

ルを下げるというところだけではなくて、新しいアプローチをいろいろ試せる状況を少し

ずつ作っていくところが将来的に今議論している低額の領域だけではなくて、業界全体の

与信の能力の向上みたいなところに寄与していくという視点でリスクベースを考えていく

ことが必要なのではないかと思います。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。ほかにご発言ございますか。 

〇二村委員  まずリスクベースと性能規定の考え方、総論的な部分について意見を申し

上げたいのですが、法律家的にいいますと、藤原先生を前にして大変恐縮ですが、行政法

の基本的な原則の中に比例原則というのがあったと思うのです。要は、問題に対して必要

最小限の手段を使うという考え方であるはずのもので、その観点からいくと、考慮したと

きに、一体どういうような課題があって、そのリスクの程度はどうなんだというものに見

合った規制というのが本来は望ましいと思っています。その観点からいけば、一律の規制

をぼーんと何でもかんでも入れるというよりは、リスクに応じたという考え方のほうが妥

当ではないか。 

 これに対して、リスクベースというのは性能規定とは必ずしも相反するわけではなくて、

要はルールの中でリスクを勘案してルールを定めるというリスクベースの考え方もあれば、

ルールの運用なり解釈の中でいじっていくというところもあって、その後者のほうがどち

らかというと性能規定の考え方だろうと思います。 

 行政法の考え方でいうと、今度は本来、立法府による行政の統制というところからいけ

ば、性能規定というのはむしろ逆ではなかろうかという予測面も出るわけですけれども、

その一方で、実際に、それでは行政の権限を立法府が本当に統制できているかという現状

を目にすると、必ずしもそうではなくて、議員立法その他によってかなり省令等に引用さ

れている。そこをむしろよく知っている事業者が、こういうふうにやれば必要なリクワイ

アメントというか、必要な目的は達成できますよということを実現していくというのが性

能規定だろうと思います。 

そういう意味では、新しく生み出していくという原動力にもなり、適切に機能するよう
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に制度設計さえできれば、よりよい仕組みがつくれるだろうと思っています。これがリス

クベースと性能規定に対する私の考え方です。 

すみません、池本先生そのほか皆様が少額の部分や信用情報機関についても言及されて

いるのですが、これに入ってもよろしいですか。 

〇山本委員長  もちろんどうぞ。 

〇二村委員  すみません、１人で長くしゃべって申しわけないのですが、まずどういう

社会を描こうとしているのかというところを抜きにして議論はできない話だと思っていま

す。 

 つまり、キャッシュレスの促進というのが今やるべきことだという大前提に立つのであ

れば、なるべく多くの人にキャッシュレスの使える環境を提供しようというのが本来のあ

りようのはずなんですね。そのときに、このリスクがあるかもしれない、ここが危険かも

しれない、こんな弊害があるかもしれないという「かもしれない」でばっさんばっさん切

っていくというのは逆だろうと思います。いろんなアプローチを認めて可能な限り救いあ

げていくことが本来望ましいやり方ではないか。 

 では、池本先生その他の方がおっしゃるように、本当に少額であって信用情報機関を使

わなければ多重債務等の問題が発生し、問題があるのかというところになるわけですけれ

ども、幾つかのデータをみると、ご指摘の、特に池本先生のペーパーで出てきている少額

だって、いろんな少額を返せなくなって、ほかでまた少額を利用して積もりあがっていっ

て多重債務になるという問題があるではないか。そういう問題を信用情報機関を使わなけ

れば回避できないではないかというご指摘に対して、私は非常に違和感を覚えます。これ

はいってみれば、踏み倒して、踏み倒して、それでも踏み倒すのに、払うことができない

のにさらに与信サービスを申し込んでいるという人なんです。こういう人を排除するため

にコストをかけてやることを強制しなければいけないかという部分だと思います。 

 さらに、実際にいろんなデータをみていくと、例えばＪＣＢが昨年出している中でいう

と、調査では、新年度の目標、１位は４年連続で貯蓄、２位は生活費の見直し、節約だ、

こういうのが日本国民です。あるいは、この社会を構成している多数の人なんです。そう

いう中で本当に踏み倒しのところ、そういう例外事象のところにそこまであれこれと規制

を入れてまでやらなければいけないのか。つまり、そこまでしないとキャッシュレスとい

うものは成り立たないという発想なのかということだと思います。 

 もう１つ、翁先生のところでお出しになっているＮＩＲＡ総研のオピニオンペーパーと
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いうのがあります。ここでキャッシュレスというのは一体どういう方がお使いになってい

るか。そうするとこの中で出ているのは、所得が高い人、所得の程度、世帯所得とキャッ

シュレスの利用は正の相関関係がある。それから、高学歴のほうがより使っている。正規

の仕事に就いている方のほうがより使っている。これは支払可能見込額調査その他が機能

しているからそうなっているのか、あるいは与信の関係でそういうふうになっているのか、

そこは何が原因かというのははっきりしません。 

 ただ、キャッシュレスを促進していく中で、今ここから漏れている人に対してどう手を

差し伸べるかという視点が欠かせないというのは、このオピニオンペーパーの中でもご指

摘いただいているところであります。では、そのときに支払可能見込額調査、あるいは信

用情報機関を使えという硬直的なルールで果たしてできるのですかという議論だと思うの

です。それをそのまま許容していく、あるいはそうしなければいけないととらえていくの

か、それともキャッシュレスの促進によって社会にメリットがいっぱいあるというものを

選んでいくのかという部分が非常に大きいと思っております。 

〇山本委員長  どうもありがとうございます。 

 それでは、池本委員、反論あるかもしれませんが、後ほど十分時間をとりますから。 

〇藤原委員  私は失礼しなければいけないので一言だけ。 

 この性能規定、15 ページのところの事務局資料ですけれども、結局考え方の１、２、３

と論点２の基準がリンクしているので、どんな基準を誰がつくるのかということに尽きる

のだと思います。自主的な大枠的なモデルを業界が示していくのか、あるいは行政が大枠

だけ示しておいて、大枠から離れるのだったらば、どうして離れるのか論証してください

というようなアプローチになるのかわかりませんけれども、いずれにせよ、そういった形

でスタートするのかなと思っております。その際に、１つだけですけれども、柔軟な規制

をというのはよくわかるのですが、その場合は、自主性に任せるという場合に、サンクシ

ョンとの関係はどうするかはやはり考えておくべきではないかと思います。ルールを守ら

なくていいということではないというシステム設計をしておかないと、これはアメリカ型

であっても、全く自由ではないわけです。そのリンクは考えておいたほうがいいのかなと

思います。 

 以上です。 

〇山本委員長  どうもありがとうございます。 

 ほかにご意見は。柳川先生がきょうはご出席いただける時間が少ないということなので
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先にご発言いただいてよろしいですか。 

〇柳川委員  手短にやらせていただきますけれども、やはりこの話が一番出てきている

大きなポイントは、新しい技術が使えるようになっているので、その技術からさまざまな

今まで得られなかった情報が得られるようになっている。あるいは柔軟に対応することが

技術的に可能になっている、この我々が獲得した技術のメリットをどういう形でウィン・

ウィンの関係に実現させていくかということがやはり大きなポイントだろうと思うのです。 

 先ほどキャッシュレスの促進という話がありましたけれども、それは結果論としてそう

いうことが出てくるということで、やはり新しい技術を活用するということが一番のポイ

ントだろうと思います。 

 そのときに新しい技術といったときに、ひとつ難しいのは、さまざま今新しい技術なり、

新しいデータのとれ方というか、取得方法が随分出てきている。つまり変化しているとい

うことです。なので、こういうやり方が今新しい技術で可能だからこれで決まりです。で

はこれに沿った的確なルールを決めましょうといって、それでおしまいという話であれば、

全部見通した上で、あるいは行政がきっちりとした 100％絵をかいて、それに基づいてル

ールをつくっていけばいいのかもしれないのです。ところが、ルールをつくった端から技

術が発展していく、新しいやり方が出てくるので、先ほど岩下先生からＢＩＳのルールの

話がありましたけれども、何でああいうふうに自主的に決めているルールのほうを優先す

ることになったのかというと、やはりそこはどんどん技術革新が起こっていて、自主的に

新しいことができていて、規制側ではどうも追いきれない、追いきれないというのは、追

いきれないから問題が起こるという面もあるのですけれども、追いきれない部分で新しい

良いことができているということであれば、当事者の創意工夫を活用しようということに

なったと思うのです。 

 なので、やはり技術からくる創意工夫のありようであるとか、利便性の確保ということ

をできるだけ殺さないような形でルールをつくっていくことが重要だと思います。 

 その際に、個別に民間が自主的にやっていることを完全に野放しでいいのかというと、

そこはそうではないのだと思うので、やはり自主的にやっている取り組みがいい加減なこ

とでないかとか、あるいは問題を起こすような行為でないかということは当然チェックす

る必要があります。ただ、それを外側からみてなかなかやることはできない。やはり当事

者から情報を出して、当事者が自主的にこうやりますというところを、ただ、そこはうそ

をつかない形で出させるという形でしかこの話は、なかなか外側から規制をやろうとして
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も、過剰規制になったり、あるいは不足の規制になったりするという類の話なんだろうと

思います。そういう前提で本来あるべき保護をきちんと確保した上で利便性と成長に結び

つく議論ができるといいなと思って、総論的な話で恐縮ですけれども以上でございます。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

 性能規定化に賛成の方は、できれば割販法をどう変えるべきかということもいっていた

だけると、このあと議論を具体化していく上でありがたいと思います。割販法の規制のう

ち何をなくせるのか、それともやはり割販法の中に性能規定、ユーザーの支払い能力を明

らかに超えた融資をしてはいかんというような性能規定は置いて、そして技術中立性に配

慮しつつ、下位法令で何らかの例をあげて、あとバスケットクローズを設けるとか、ある

いはソフトローに委ねるとか、いろいろな工夫がありうると思いますが、そういうイメー

ジなのか、それとも少額部分は一切ルールはなくてもよいというイメージなのか、そのあ

たりも含めてご議論いただけると、このあとの議論に結びつけやすいと思いますので、併

せてお願いいたしたいと思います。 

〇翁委員  前回お休みさせていただいたのですが、本日のご議論ですけれども、私もこ

れだけ技術革新が進んできていまして、やはり事業者のインセンティブに対してしっかり

とインセンティブ・コンパティブル・アプローチとよくいうのですけれども、そういった

アプローチでリスク管理をやっていくということが非常に重要だと思います。 

 これはいろんな先生方からもご指摘がありましたけれども、もう銀行界では十数年間に

たくさんの議論があった話でございまして、やはりよりよいリスク管理手法を事業者は当

然考えるわけです。事業者自体がやはりクレディィブルでサスティナブルにあるために一

番いい方法というのを考えていく必要があるわけで、やはり意識の高い事業者は、そうい

ったものをどういうふうに構築するかということに最も神経を配るわけでして、それに先

ほどもご指摘がありましたけれども、監督当局がついていけない。 

 一方で、こういった、そうでない画一的なアプローチというのは、やはり遅れている事

業者にとっては、それさえクリアしておけばいいだろうということになってしまって、何

もそういったリスク管理に対してより積極的に自分で適切なリスク管理をしようという、

そういうインセンティブが働かない、そういうディスインセンティブを与えてしまうとい

うことだと思いますので、私自身もやはり画一的な規制というやり方ではなく、よりイン

センティブ・コンパティブルなよりよいリスク管理ができるような、そういった手法をと

っていくということが大事ではないかと思っています。 
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 ダイナミックな情報というのがとれるようになってきているということは非常に重要な

ことでして、今まで静態的な情報だけで判断していたものに加えて、ダイナミックな情報

でより適切なリスク管理ができるようになってきているということを考えれば、これを使

っていくというのは当然の流れであると思いますし、やはりそういった方法で事業者が自

らやっていくということを基本にしていくことではないかと思います。もちろんこれを監

督当局がチェックができなければいけないわけですので、監督当局のほうもこういった情

報についてのしっかりとした知見を集めて、それについてチェックできるだけの対応力と

いうのはもっていかなければいけないと思うのですけれども、基本的にはそういった方法

でこの考え方を進めていく必要があるのではないかと思います。 

 先ほど沖田様からご指摘がありましたように、そういった形で支払い能力に合った適切

な金額の与信をしていくという考え方に立つということは、リスクに応じたアプローチを

とることにイコールであると思いますので、やはり少額とか、そういったものについては、

よりリスクに応じた形で柔軟な規制をやっていくという方向でこの法律について見直しを

していくということが重要ではないかなと思っております。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

 今のご趣旨は、事務局資料の 15 ページのところと同時に 14 ページの少額・低リスク以

外のサービスのところについても、おっしゃるところのインセンティブ・コンパティブル・

アプローチをとるべきだというご意見と承りました。 

 ほかに。 

〇池本委員  今、皆さんのご意見をお伺いしておりました。私の発言について触れてい

ただいた方もありますが、皆さんの意見をお伺いして、さまざまな新しい技術による情報

を収集して、より精度の高い与信審査をする、そういう説明はいずれも支払可能見込額調

査という画一的な審査方法だけでは困る、もっと柔軟に、それも選択する事業者もあって

もいいだろうけれども、よりそれ以上に精度があるのだ、一定の水準を確保しているとい

うのであれば、それを選択することを認めてほしいという意味ではなるほどと思いながら

聞きました。 

 しかし、さまざまな情報という中で、自社で取引をしている情報、あるいは自社が幾つ

かの提携先で仕入れた情報ということと、消費者信用、販売信用の業界全体の情報を集約

しているのは信用情報機関しかないわけです。その信用情報機関の情報もとらなくてよい、

要らないということの説得的な理由というのは、私は皆さんのご意見の中から見出すこと
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はできませんでした。沢田委員が分析的におっしゃっていた過剰与信防止には２つ意味が

ある。貸倒れリスクを回避する、これは自社の経済合理性の問題ですが、もう１つは多重

債務防止という社会的な要請からくる問題、社会的な要請からというのは、自社にとって

これなら大丈夫だろうということではないはずです。自社はこれで大丈夫だといっても、

その後別の会社がもっとゆるい基準でどんどん貸し込んでいけば、自社のものも貸倒れに

なるわけです。そういうことで過去に多重債務防止が努力義務だった時代に、多重債務防

止が結局図れなくて、公的な義務づけ、しかもかなり厳しい画一的な基準になっていった

という歴史があるわけです。 

 ですから、それが完全に解決できていない、今また多重債務が増えようとしているとこ

ろ、しかも現在の 250 社ほどの包括クレジットの事業者の範囲で今安定していることが、

規制を緩和することによって、もっとたくさん入ってくることを受け入れようというので

あれば、それに見合うものを少なくともこの信用情報の共有、これを活用するということ

は最低限のセーフティネットではないかと思うのです。この点についての説得的なご説明

というのは残念ながら見出すことができませんでした。 

 その関係で、これは同じことだと思うのですが、事務局からのご説明でも、支払可能見

込額の計算のために信用情報をみるという側面があります。しかし、他方では、例えば 30

万円以下の場合には支払可能見込額なくてもいいよ、しかし少なくとも信用情報はみなさ

いとしているのは、これは多重債務防止の社会的要請のためのセーフティネットのはずな

んです。ですから、そのセーフティネットとしての基準をゆるめるだけの合理性がどこに

どうあるのか、それに代替できるだけの客観性を誰が担保するのかということについての

説明は残念ながらないと思います。 

 それから、もう１点、少額与信について信用情報の登録というのがコスト的にも過大に

なってしまうというようなご説明がありました。ただし、これはいわずもがなですけれど

も、包括クレジットの場合には、最初の与信枠設定のとき、または増額のときに一度照会

すればいいわけで、問題がない限り普段は、もちろん自衛のために経過をチェックするた

めにみるというのは裁量の問題ですが、最初にやればいいだけです。あと登録についても、

毎月１回登録せよというのがコスト的に見合わないというのであれば、一定額以下であれ

ば、例えば２、３カ月に１回登録をするとか、コストに見合う多少の緩和という、そうい

う工夫の問題ではないかと思います。 

 以上です。 
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〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

 今、池本委員からございましたし、また事務局資料の 15 ページにも少額・低リスク等、

10 万円以下のケースについて論点が整理してありますけれども、支払可能見込額調査の一

律義務づけをやめるかという問題と、それから信用情報機関の利用という問題が一応区別

される論点です。そして、信用情報機関の利用については、それを使用ないし照会する義

務と登録する義務の両方を、一応分けて整理して、登録義務については、15 ページの右下

のところで考え方１、考え方２が示されています。今、池本委員が最初のほうにおっしゃ

ったのは考え方２ということで、なるべく信用情報機関に情報をたくさん集めて精度を上

げるためにはやはり登録義務を課すことが必要ではないかということをご発言されたとい

うことであります。 

 この点につき、さらに議論を深めていただきたいと思いますし、また他の総論のほうの

論点でも、まだご発言されてない論点がありましたらご発言いただきたいと思います。ま

た、オブザーバーの皆さんもぜひご遠慮なくご発言がありましたら挙手をしていただけれ

ばと思います。いかがでしょうか。 

〇二村委員  まず現実の問題として支払可能見込額調査というのがどの程度各社におい

て有益であるかということがはっきりしないまま議論が進んでいるように思います。実際

のところでいうと、今クレジットカード会社のほとんどはスコアリングですとかビヘイビ

アモデルなどを用いて必ずしも支払可能見込額調査の結果によって諾否であるとか、与信

額を決めているわけではないはずです。そうすると、そこで支払可能見込額調査というも

のは、いってみれば頭を切る、各社では、これは与信可能な範囲だとみているものについ

て、さらにもう一度規制をするという機能をもっていて、そのモデルが正しいのであれば、

その支払可能見込額調査の画一的なものは不要であるし、モデルが支払可能見込額調査の

結果を常に下回るのであれば、やはり要らない規制だということになるはずなんです。 

 そこの部分で、私自身は支払可能見込額調査というような画一的な基準というのはもは

や要らないだろう。ただ、その際に、ご指摘もあるように、野放図な、何でもかんでもい

いですよということではなくて、そのモデルが果たしてちゃんと機能しているのかという

のを定性的に、このロジックで、こういう情報をみて、こういうふうにあるのだ、あるい

はこの情報とこの情報はこういう相関関係に統計的に出ているから、これで代替できるの

だというようなことがきちんと説明できるのであれば、定性的な方法で評価するというこ

とはあるでしょうし、それは行政の執行としては非常に難しいですということであれば、
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何らか代替指標、例えば延滞率等をとるというのも方法なのかもしれません。そこは私も

まだどれが絶対ということではないですが、何らかの事後的な評価ということによってク

リアして、モデルの妥当性というのは評価できるのではないかと思っております。それが

１点目。これは先ほど座長から、総論の部分についてそのあとどう考えるのか明らかにせ

よということなので。 

 ２点目の信用情報機関を用いるかどうかというところですが、ここも池本先生からコス

トは工夫の問題ではないですかというお話はあるのですけれども、少額与信の場合、一体

どれだけのリターンというか、手数料をそこからいただいているわけですね。少額に対す

る手数料で一体どれだけのものをカバーできるかということであり、かつたしか昔、公表

された資料の中にあったと思いますけれども、大量に信用情報機関の情報を照会し利用す

る事業者の場合には単価が安くなるのですが、スタートアップのように、それほど使わな

いところに対しては単価が高いという傾向があったりするわけです。なので結果としてそ

れを使えということは、さまざまな技術を生み出して新しい工夫をしましょうという事業

者に対してディスインセンティブを与えているだけではないですかという問題が出てきま

す。 

 池本先生のご指摘で、いやいやそうではなくて、公共財として情報を集約すべきではな

いかとか、あるいは多重債務防止という社会的な利益のためにというご指摘はあるのです

が、まさにいろんなデータによって将来の行動を予測できる、統計的な関係で予測できる

ようになってきたときに、過去の実績値というものをそこまで必要とするかというモデル

の議論であって、モデルの当否の話を信用情報機関が唯一無二の社会インフラであるとい

う前提に立って議論することは、私は違うと思っております。要は、観点が違っていて、

そういう意味では、直接的に池本先生の考えているモデルに対する反論にはなってないと

思いますけれども、違うモデルをみております。そのモデルの前提としているのは新しい

技術を活用するということであり、それからキャッシュレスを促進するという大きな方向

性というものが厳然と存在することにどう対応するかというところがスタート点としてあ

るべきだという理解の上です。 

 以上でございます。 

〇山本委員長  ありがとうございます。 

 今、性能規定化のほうに大変ご議論をいただいてありがたいと思いますけれども、前半

のほうの他の論点についても、もしご意見がございましたらお出しいただきたいと思いま
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す。 

〇島貫氏  それでは、事業者の立場から申し上げたいと思います。まず支払可能見込額

の調査でございますけれども、今、二村委員からありましたように、どう使われているか

ということで、これは導入されてからかなり年月がたっておりますが、弊社の場合では、

弊社も当然独自の与信モデルをもっております。これと比較しますと、自社の与信モデル

のほうがどうしても厳しく出るということで、どちらかというと、両方もちろん使ってい

ますが、実務的には弊社の独自の与信モデルを活用しているということでございます。そ

れが実態だと思います。 

 それから、信用情報機関の活用の件でございますけれども、少額といっても、前回、私

も申し上げましたけれども、割賦の世界では 10 万円が下限だと思うのです。それ以下だ

と割賦の用をなさないと思っていますので、ただ、10 万円も事業者が 10 社集まれば 100

万円になってしまうということで、やはり最低限の横の信用情報の連携というのは必要で

はないかというのが実務レベルからの感想でございます。 

 それから、もう１点、先ほど沢田委員からもありましたけれども、少額といっても最初

の一歩というのはありますので、デフォルトのいわゆる延滞事故に関しましては、どちら

かというとパーソナリティーの要素が大きいのです。そこは事故を起こす方は金額ではな

いというのは我々の実務家からみるとありますので、そういう意味では、事故情報、それ

から、成約情報というものの情報の共有という点につき、信用情報機関がすべてではない

というご議論に対してはご議論いただければいいと思いますが、少なくともその２つの情

報については共有すべきではないかというのが実務レベルからの観点でございます。 

 以上です。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

 ほかに。 

〇辻氏  私はフィンテック企業の点から何点かお話しさせていただければと思うのです

けれども、基本的に支払可能見込額調査などのデータのところは、まだまだこれから展開

するところがあろうかと思います。ここにいらっしゃる方々も、どこまで何かできるかと

いうのは正直未知数のところがあるので結構議論が難しいことと思います。 

 そのため、ベンチャー企業っぽいことを申し上げて恐縮なのですけれども、基本的には

入り口を広くして、あと罰則はちゃんとしましょう、ルールとちゃんとつくりましょうと

いうところが基本であるべきかと思っています。例えば車の自動運転もそうですけれども、
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未来は必ずそうなる中で、事故を懸念して車の自動運転をしない、という選択肢はないと

思うのです。ただ一方で、事故はよくないということで、入り口は広く、罰則はきちんと

みたいなのが大きな方向性なのだろうなと思います。 

 いろんなデータとかテクノロジーを使っている会社としては、信用のスコアリングモデ

ルは、今のモデルよりはるかにデータを駆使して、例えばメルカリさんのようなすばらし

いエンジニアがいる会社でしっかりやると、現行よりはるかにちゃんと把握できるものが

できることは、かなりの確率であろうかと思います。次の時代のそういう信用スコアリン

グモデルをつくるということを我々はやっていかないといけないと思いますので、その辺

は現行のものよりいろいろ問題は起こるとは思うのですが、５年後、10 年後ははるかにい

いものができていて、そのＡＩのエンジンは国としてもすごく大事なものになっていくの

で、そこはある程度罰則をちゃんとつくりながらですが、チャレンジする環境をつくるべ

きなのではないかなと思います。 

 あとは結果や途中経過をモニタリングするというのは必ずやるという条件で、事業者側

もしっかりそこは対応するということが必要かと思います。 

 信用情報機関のお話は、何点かポイントがあると思っています。具体的にはコストと、

制度と、レスポンスです。とりわけキャッシュレスの世界では、瞬間的に反応しないとユ

ーザーが使ってくれませんから、レスポンスもすごく大事な論点になるのかと思っていま

す。 

 あとは多重債務者の方は、ここも不躾な発言かもしれないのですけれども、８万人で増

えているというところが社会としてどのぐらい許容できる範囲なのかというところがみえ

ないことと、とにスコアリングモデル上で、多重債務者が発生する相関係数で、例えばあ

る特徴を持った方が実はすごく多重債務者になりやすいとか、そういった分析も可能かと

考えております。カードを何枚もつくれるというのは手段であって、もっと前の段階で多

重債務者を抑えられる方法があるのではないかと思っていまして、その辺の分析をやると

すごく意義深いのではないかと思いました。いろんなデータをみることによって、今でき

ないことができる方法というのは必ずあり、多重債務者も減らす方法が必ずあるので、そ

ういった方法を別途検討することはすごく大事かと思った次第です。 

 以上でございます。 

〇山本委員長  どうもありがとうございます。 

 ほかにご発言ございますか。 



- 33 - 
 

〇與口氏  業界団体として全体的に見て大手も中小も入っているということから、中小

の会員の考え方を少し代弁させていただきます。支払可能見込額調査以外の先進的な技術

を使った与信技術が発展しているのは大変いいことだと思っておりますし、そういうもの

を活用していくことも大賛成です。しかし、一方で大手さんのように自社でそういう技術

を開発できる事業者ばかりでもないという事実もあります。そういう意味では、支払可能

見込額調査は残していただいて、新しい技術も並行的に活用していくというのも１つの方

法だと思います。また、他社が開発されたすぐれた与信技術、スコアリングシステムを中

小も活用できる環境をつくっていただくということも大事なのではないかと思っています。 

 ただし、そのときに、個人の方の与信に関わる情報を他社に提供できるのかどうか、活

用できるのかというのは非常に大きな問題だろうと思っています。しかしそういうものが

できると、より優れた企業の、優れた技術をみんなで活用できるという可能性も出てくる

と思いますので、そういった観点からでの活用のルール化についての議論があってもいい

のではないかと思います。また、そういうことをやっていこうとするときに、お示しいた

だいた性能規定上、仕様にしなければならないというのは理解できるのですけれども、そ

れが延滞率であったりとか貸倒率というものでみていこうとすると、そこにはなかなか新

しいチャレンジグな仕組みの導入は難しくなってくるような気もいたします。勝手なこと

をいうようですけれども、サンドボックスのようなところで実験的にいろんなことが試行

できるような環境というものも、今回、RegTech とか、SupTech の議論もあとで行われる

と思いますけれども、そういったものも含めて、チャレンジできるそういった環境づくり

というのも大事なのではないかと思うということが１つです。 

 もう一つは、信用情報の関係ですけれども、私も確かにコストとかいろんな問題がある

ので、会員としていろいろな事業者さんを背負っている立場からすると迂闊なことをいっ

てはいけないのかもしれませんけれども、過去の信用情報機関をつくってきた歴史からす

ると、みんなで情報を共有するという観点から、少額だとはいえども、そこに与信行為が

行われているものの情報というものは、登録に関していえば、やはり登録されていて、み

んなが活用できる環境を整備しておくことは、精度向上のためにやはり必要ではないかと

思います。照会のところはリスクとの絡みというか、いろんなコストの問題もあるので判

断があってもいいと思うのですけれども、登録の部分は実用ではないかと思いますので発

言をさせていただきました。 

〇山本委員長  ありがとうございます。 
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ほかに。 

〇福田氏  本日、康井が急用で失礼させていただいております。代理でまいりました

Origami の福田と申します。よろしくお願いいたします。 

 皆様のお話を伺っておりまして、もともと信用販売というところで考えますと、従来の

情報のあり方は１対ｎで、ｎが無限大であった。つまり不特定多数の裁量の上限がわから

ない、コントロールができないところに与信を行うという条件下の精度において、できる

限りの最善の仕組みがこれまでつくられてきたのだろうと思っています。ただ、インター

ネットをはじめとする技術の革新によって、より今１対ｎのｎが不特定多数の無限大では

なくなってきている。より個の情報を高精度に収集することができるようになって、それ

を具体的にビジネスに結びつけていこうというような動きが出てきたという、この流れを

ぜひご理解いただきまして、これを有効的に経済発展につなげていく方法として議論が今

後進んでいくことが一番健全でよろしいかなと感じながらお話を伺っておりました。 

 また、島貫様からは、10 万円未満の割賦は対象にならないというふうなお話がありまし

たが、私どもフィンテックベンチャーみたいな事業者は、むしろそういったところにビジ

ネスオポチュニティを求めておったりするわけでございます。先ほど沖田様からもお話が

ありましたけれど、フィナンシャル・インクルージョン、いわゆる金融包摂、こういった

ところで実は金融サービスというものを有効活用することによって生活がより豊かになる

チャンスを得られる国民の方もいらっしゃるという事実は決して忘れてはいけないことだ

と思っています。 

 しかしながら、そういった方々に金融サービスを提供しようとすると、例えば先ほどよ

り議論がされております信用情報センターにおける照会を行った場合、そういった方々の

情報というのは実は照会しても出てこないのです。こういった事実ももう１つ必要なポイ

ントになってくると思っています。 

 従前の信用機関の情報、ないしは信用調査の方法、ここに対しての否定的なものは一切

ございません。しかし、それだけでは耐えられなくなってきているビジネスの仕組みが動

きだしてきているというところにご注目いただきたいと存じます。そこに対して広くいろ

いろな情報をもって判断していくという仕組みをつくる上においては、辻様や皆様をはじ

めとしておっしゃっていただいたように、デジタルサンドボックスなど、いろいろな試行

錯誤をさせていただくことを一部の事業者に対して与え、その結果において、よいところ

を残していくというような制度を構成いただけないだろうかと期待いたしております。 
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 以上です。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

〇田中委員  先ほど與口様のお話で、外部の審査結果を利用するというお話がありまし

たが、それに関して今後のところでも多分出てくるのかなと思っている論点が気になって

いるところがあります。 

 まさに外部の例えばスコアリングの結果を活用するということ自体は恐らく認められて

いくべきだろうと思う一方で、そのときに、では先ほどの 14 ページ目ですか、これをど

う評価していくのかというところを少し考えないといけないのかなと思っておりました。

外部のスコアと自分たちからのデータを組み合わせて分析しますという場合には、ではそ

れはちゃんと組み合わせ方に応じて評価してくださいねということになるのだと思います

けれども、例えばほぼ外部のスコアをそのまま使って、点数を課されたものに応じてその

まま与信しますというようなモデルをとった場合に、ではそこで評価されるのは、そのス

コアを採用したということだけの是非なのか、もうちょっとさかのぼってスコアを提供し

ているところにスコアリングの中身まで評価するというところまでするのか、後者だとな

かなか網をかける範囲が広がり過ぎると思うわけですけれども、そのあたりをどう考える

のかというところがあるのかなと思いましたというところです。 

〇山本委員長  どうもありがとうございます。 

〇岩下委員  先ほど発言させていただきましたが、これまで追加でいろいろと皆さんの

お話をお伺いしまして１点気になったというか、コメントをさせていただきたいところが

ございます。 

 池本委員がご主張されている、多重債務者をつくらないという目的ために、他社の情報

をきちんと収集している信用情報サービスがあるのだから、それぜひ有効に使いましょう、

それは少額であっても使わないでいいとか、あるいは自社のモデルがあるから使わないと

か、そういうことではないというご発言は、私も一理あると思っております。ただ一方で、

多分これまでは、ほかに個人の与信をしていいかどうかということについて判断する情報

がなかった。例えば 1980 年代、90 年代の、宮部みゆきの「火車」に書かれたような、あ

の時代にはそれしか多分なかったので、他社でどうかしているかという情報を集めて、そ

れをベースに貸すか貸さないか、これ以上貸して大丈夫か、ここまでぐらいだったらいい

だろうみたいな議論が行われていたのであろうと思います。これは当時の記録をみても、

あるいはその後の例えば貸金業法の改正のときの議論をみても、そういうイメージがある



- 36 - 
 

わけです。 

 ただ、その後、他社で過去にどう借りたか、どれだけの例えば延滞の事故があったかと

いう情報以外にもさまざまな情報がとれるようになってきた。逆に過去の遠い昔に延滞を

した事実があったとします。最近のヨーロッパのプライバシー保護の議論では、忘れられ

る権利といいまして、そういう昔の自分の悪いことというのは消してくださいという、そ

ういう時代になってきているわけです。信用情報というのは当然非常に重要なプライバシ

ー情報であり、個人情報です。したがって、それを第三者に提供するには、個人情報保護

法上の本人同意が必要です。したがって、融資をする、あるいは割賦販売等の契約をする

ときに、そこについて同意を取るという仕組みをつくってきた。それによってみんながそ

の情報を共有できるようになっており、ある意味で公共財的な意味を既にもっているわけ

です。それを上手に使っていきたいという気持は非常によくわかります。問題は、それに

頼らなくても大丈夫だという企業、それに頼らなくても、自社の貸倒れリスクだけではな

くて、例えば過剰与信に陥るのではないかというパーソナリティーまで含めて判断できる

と考える企業にとってみれば、逆にそれは必ずしも提供しなくてはいけないものでもない

し、必ずしもそれを利用しなくてはいけないものでもないという状況が部分的に発生して

いる。どっちの側に立ってこの強制を残すか、あるいは例えば一定の金額で切って、それ

より下については必ずしも強制しないという判断をするかというのは、この産業を新しい

イノベーションを促進するほうがいいのか、それとも従来の公共財の機能や価値を引き続

き守ったほうがいいのか、ここのトレードオフの問題だと思います。私はこうした議論を

そんなに以前から行っている人間ではないのですが、その判断は大変難しいことであろう

と思います。池本委員のご発言のような、従来のものを維持していく利益もあるのだと思

うのです。ただ、その結果、失ってしまうものも多分あるので、そこのコストをどうやっ

て見積もって、トレードオフの仕切りをどうするのかということを、本小委員会で議論す

るべきではないかと感じました。 

 以上です。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

ほかにご発言ございますか。 

〇丸山氏  FinTech 協会の丸山でございます。 

 前回、プレゼンテーションさせていただきましたように、このマーケットは資金難とい

うことよりも、毎日の資金繰りが変わってきたので、そこの調整という意味では、先ほど
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Origami さんからありましたけれども、例えば毎月１万円等でもそれを５回払いする、こ

ういったようなニーズが出てきているというのではないかなと思っております。 

 要するにこれまでのマーケットと変わってきているという側面において、先ほども出ま

したが、今の少額与信や若年層マーケットでは、恐らくそもそも与信履歴というデータが

存在していないのではないかなと思います。そもそも今与信を受けられていないのでデー

タが存在していない。なのでデータが存在していない中には、多分払えないような人もい

るでしょうし、金融リテラシーが低い人もいるので、もしかしたら１回ぐらい延滞した人

も出るかもしれませんが、その中にまじめにやってきて、そもそもおくれヒストリーがで

きてないけれどもちゃんとやりたいという大多数の人そのものが今マーケットから排除さ

れているのではないかという問題があるかと思います。 

 そういう意味では、まずやってみるという表現は大げさなのかもしれませんが、データ

をみてみて、その中からしっかり拾い上げるという意味では、まず広げる必要が大きくあ

るのではないかと感じているところです。それをどのようにやるか、金額で切るのか、あ

とは一定の人数まででやりますのか、サンドボックスのような考え方もあると思いますが、

まずは今はデータがもしかするとまだないマーケット、もしかある人はもう資金難で、い

ろんな方法を尽くしてお金を借りたり、後払いしたりという、そういう人だけが今データ

に残っているというようにみえるのではないかと思いますので、健全なマーケットからも

しかすると排除されているかもしれないところがどうなっているか、それを考える必要が

あるのではないかなというのがまず１点でございます。 

 それからもう１点、これはあくまでも本当に可能性の議論を広げる意味でいきますと、

何で外部情報機関を使わなくていいのかというと、それは他社のデータを使えたほうがい

いに決まっているというのは多分与信した事業者の本音だと思うのですね。ただ、それを

やるにはコストがかかる、時間がかかる、障壁がある。そこのトレードオフで使っていな

いということです。逆にいうとそのトレードオフが解消されれば使うにこしたことはない。

それとコストでしょうし、あと先ほど辻さんからもあったように、今は信用情報というの

はレスポンスの問題もあるかと思います。あとは方式が、我々今フィンテックの業界でい

きますと、銀行さんにもＡＰＩでアクセスして、今後ＥＫＹＣの議論でいくと、銀行のほ

うで犯収法上の依拠がされているのかというのすら簡単に参照して、犯収法上特定できて

いるということも依拠するのをＡＰＩでやるような議論が出てきていますので、ＡＰＩで

リアルタイムで、この人は多重債務ではないですよと投げたらＯＫですよというのはすぐ
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返ってくる。こういうようなことが例えば低コストでできれば、みんな使うわけです。 

 そういう意味では、トレードオフの解消をどうしていくのかというのを信用情報機関の

仕組みをよくしていただくというのもあるでしょうし、逆にどこかが参照したものをさら

に参照できるなんていう考え方もあるでしょうし、そういう意味では、広い信用情報のと

り方というのも議論してもいいのではないかなと思ったところです。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

 冒頭の議長からの要望に皆さん応えていただき、性能規定のほうの議論を多くいただき

ましたので、できれば事務局資料ですと、５ページのリスクベース・アプローチ、それか

ら６ページの論点２、３あたりも、もう時間が限られていますが、ご発言いただければと

思います。よろしくお願いします。 

〇池本委員  まずここまでお出しいただいた議論のところでできるだけ手短に申し上げ

ます。 

 新しい与信審査の技術方法というものを認めるべきだというのは、先ほどから申し上げ

ているところにも関わるのですが、例えばセキュリティ対策については、協議会の実行計

画の中で、業界の中である程度統一フォームを幾つかの選択肢をつくって、こういうもの

であれはある程度クリアできるというようなことがありました。この与信審査のものにつ

いて、そこまで、ある程度複数の選択肢によってでも、客観性なり、他社も通じてこうい

う方法ならある程度確認できるというところまでまだ現状至っていないのではないか。こ

れは知識不足なのかもしれませんが、そういうところがあるので、先ほど来の議論で私が

申し上げている信用情報機関の他社情報を確認しなくても、完全に代替できるものという

ところまではまだ踏み切る状況にないのではないかというところだけ申し上げておきます。 

 そしてリスクベース・アプローチという少額の関係は、現在の割販法でも、使途の関係

で幾つか適用除外というのがありますが、今のネット社会の時代の中で、何かこういうも

のは生活上必要だから、そこは多少ゆるめてもいいというような選択肢があり得るのかど

うか、あるとすれば、そういう道も考える必要がありますし、すべての画一的なものだか

ら、利用できる人を排除するということでは決してないので、今のような多様な観点で検

討していただければと思います。 

 ７ページに執行強化という話がありますが、結局先ほどのように検証可能な与信モデル

という議論ができなければ、執行する側も、いわば各社のそれぞれのノウハウでやってく

ださいというだけのことになってしまっては、これは執行強化ということにはならないの
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ではないかと思っております。すみません、ちょっと断片的ですが。 

〇山本委員長  ありがとうございます。ほかにございますか。 

〇沖田氏  今ほどの池本先生のお話の中でも、利用者のほうも非常に変化をしてきてい

るというところで、きょうは変化という言葉を非常にたくさん使われていると思うのです

けれども、どちらかというと技術変化で、事業者側の視点が従来多かったと思うのですけ

れども、同様に利用者のほうも大きく変化してきている。特に働き方改革などを考えると、

従前は利用者というのは基本的に月に１回、月給が入ってくるという形が多かったかと思

うのですけれども、収入というのは非常に多角化していますし、副業ですとかシェアリン

グエコノミーですとか、あとはメルカリさんのようなサービスを使っている方もいらっし

ゃると、従前どちらかというと月に一度、それから、年功序列的に恐らくふえていくだろ

うという形でつくられている制度から、そういった収入の多様化というのも考えていくべ

きではないかなと思います。 

 あと前回、比較的実践デバイドの話で、高齢化社会の議論もあったかと思うのですけれ

ども、恐らくきょう申し上げたようなフィナンシャル・インクルージョンのような観点で

いうと、今後、高齢者の方々にどう金融サービスを適切に提供していくかという観点も併

せてご議論の前提として踏まえていただけると非常に厚みが増すのではないかと思います。 

〇山本委員長  どうもありがとうございました。 

〇吉川氏  手短にコメントいたします。 

 今回の事務局の資料で提示していただいているもの、例えば３ページでございますけれ

ども、包括信用購入あっせんにかかる規制の概要ということでまとめていただいておりま

して、特に議論になっているのが 30 条の２、30 条の２の２といったところでございます

が、個別信用購入あっせんについてもパラレルなものが、例えば 35 条の３の３第１項で

すとか、35 条３の４などございますので、メーンのターゲットが包括だとして、少しパラ

レルな部分もあるので、私どもニーズとしては個別のほうもございますので、併せてご検

討いただけるとありがたいと思っております。 

〇山本委員長  きょうのペーパーをさらに踏み越える論点も提示されまして、個別クレ

ジットになりますと、またかなり詳しい議論をしていかなければいけないかと思います。

今のご意見も含めて今後事務局において本日の議論を精査されて、さらなる検討につなげ

ていただければと思います。 

 私のほうで整理する時間ももうございませんし、細部にわたっては、かなりニュアンス
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の異なる意見をたくさんいただけたと思います。それぞれ参考になりどうもありがとうご

ざいます。 

 それでは、事務局から今後の開催の予定、それから、池本委員からペーパーで今後の進

行についてということでご質問の形で問いかけをいただいておりますので、併せて事務局

からご回答をお願いできればと思います。 

〇正田商取引監督課長  池本委員から最後ペーパーの８．ということでご指摘をいただ

いております。特に〇の２つ目ですが、消費者団体関係者、相談員関係者の意見を十分に

聞くべきだというご指摘がございます。この点、池本先生自身も適格消費者団体の委員で

理事長でいらっしゃるわけでございますけれども、今回の委員の方々にも、普段のご活動

の中で、消費者相談などに多く触れられている委員の方々も多数いらっしゃいますので、

事務局といたしましては、必ずしも消費者の観点からという意見を踏まえていないという

ことではないのではないかと考えられます。ただ、もちろん先生のご指摘というのは真摯

に受け止めたいと思っております。 

 他方、未来投資会議など政府での動きに併せておおむねの方向性をとりまとめていくと

いう必要がございます。今回の中間的な整理を受けまして、さらに制度見直しに向けて議

論をしていく際には、広く国民の一般の方々から意見をいただくということは不可欠だと

考えておりますので、そのようにきちんと対応していきたいと考えております。 

 また、今後についてですが、資料７というところで、次回は４月２日 10 時から 12 時に

決済横断法制論を中心にご討議いただく予定でございます。詳細につきましては山本委員

長とご相談のうえご連絡申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇山本委員長  それでは、本日は長時間にわたりまして活発なご意見をいただきまして

どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして小委員会を閉会いたします。 

――了―― 


